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１ 評価の対象とした政策

平成１６年度に年度内の新規採択の申請があった次の事業を対象として、事業評価（事前評

価）を実施した。なお、事業主体、採択主体別の評価地区数等の詳細については、別添１のと

おりである。

行政機関が行う政策の評価に関する法律及び同法に基づく農林水産省政策評価
基本計画により事前評価を行ったもの

事 業 名 事前評価実施箇所数

地域水田農業支援緊急整備事業 ９

農村振興総合整備事業 １

農村振興総合整備統合補助事業 １

むらづくり交付金 １０

合 計 ２１

参考（非公共事業）

事 業 名 事前評価実施箇所数

バイオマス利活用フロンティア整備事業 ３

飼料基盤活用促進事業 １９

合 計 ２２

２ 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

本評価は、農村振興局、生産局又は各地方農政局において、平成１６年６月から８月の間に

実施した。

各事業地区ごとの評価担当部局は、地区別評価結果（別添２）に示すとおりである。

３ 評価の観点

本評価においては、必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。

各事業地区ごとの評価の観点は、地区別評価結果（別添２）及びチェックリスト判定基準表

（参考添付）に示すとおりである。
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４ 政策効果の把握の手法及びその結果

、 。政策効果については 費用対効果分析等により事業特性に応じた政策効果を測定・把握した

その結果は、地区別評価結果（別添２）に示すとおりである。

５ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

食料･農業･農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会企画小委員会において、評価の

手法について専門的見地からの意見を聴取している。今後も適時に委員会に説明を行い、評価

の手法について充実を図る。

なお、同小委員会にて、聴取した意見の概要は、以下のとおりである。

・事業評価については、説明の内容に沿って着実に推進するとともに、今後も適時に本委

員会に説明し、充実を図られたい。

また、委員構成は、別添３のとおりである。

６ 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

評価を行う過程において使用した資料は、地区別評価結果（別添２）である。地区別評価結

果は、農林水産省のほか、各地方農政局においても公表する。また、本評価に関する問い合わ

せ先（事業主管課）は、別添４に示すとおりである。

また、本評価に関する説明資料を農林水産省及び各地方農政局のホームページに掲載してい

る。

なお、それぞれの事業計画は、土地改良法等に基づく手続きを経て確定される。

７ 評価の結果

評価の対象とした全ての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認められる

とともに、土地改良法令や事業実施要綱等で定められている地区採択の必須条件を満たしてい

る。


